
令和6年度 益田市地域支援事業（介護保険法に基づく事業）委託料は、消費税10％を含む

【２】はつらつ介護ふれあい支援サービス

内 容

１．介護者の健康相談
２．介護技術の指導
３．レクレーション
４．グループ懇談会
５．福祉機器の展示及び使用方法の指導
６．講演会の開催 委託料：上限40,000円

対象者 市内に住所を有し、要介護者等を支援するもの、もしくは介護に関心のあるもの

担当：高齢者福祉課 地域包括推進係
☏ 31-0245 📩 koreifukushi@city.masuda.lg.jp
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